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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　計算機システムであって、
　アプリケーションを実行する第１のホスト計算機と、
　第２のホスト計算機と、
　前記第１のホスト計算機と前記第２のホスト計算機に接続し、前記アプリケーションに
割り当てられる第１のボリュームを含む複数のボリュームを形成する複数の記憶装置を有
するストレージシステムと、
　前記第１のホスト計算機、前記第２のホスト計算機と前記ストレージシステムに接続し
、前記第１のボリュームのバックアップを開始する第１の時間を管理するバックアップス
ケジュール情報と、バックアップ結果に関する情報を管理するバックアップカタログ情報
とを保持する、管理計算機と、を有し
　前記管理計算機は、前記バックアップスケジュール情報を参照し、前記第１の時間に前
記ストレージシステムに対し第１の指示を発行し、前記第１の指示発行後に前記第２のホ
スト計算機に第２の指示を発行し、
　前記ストレージシステムは、前記第１の指示に応じて、前記第１のホスト計算機の前記
アプリケーションの処理の継続中に、前記第１の時間に前記第１のボリュームを第２のボ
リュームにバックアップし、
　前記第２のホスト計算機は、前記第２の指示に応じて、前記第２のボリュームのデータ
を読み出し、前記アプリケーションがリカバリ可能な時間である第２の時間を取得し、
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　前記管理計算機は、前記第１のボリュームのバックアップの識別情報と前記第２の時間
を前記バックアップカタログ情報に格納し、
　前記管理計算機は、さらに、前記識別情報と前記第２の時間とを出力する出力装置を含
み、
　前記第１のホスト計算機は、さらにアプリケーションを実行するためのオペレーティン
グシステムを有し、
　前記第２のホスト計算機は、前記第１のホスト計算機が保持する前記アプリケーション
及び前記オペレーティングシステムを有し、前記アプリケーションがリカバリ可能な時間
である前記第２の時間を取得する際に前記アプリケーション及び前記オペレーティングシ
ステムを使用し、
　前記第１のホスト計算機は、アプリケーションを実行する仮想サーバを制御する仮想サ
ーバ制御プログラムを有し、
　前記第２のホスト計算機は、前記第１のホスト計算機が有する前記仮想サーバ制御プロ
グラムを有し、前記アプリケーションがリカバリ可能な時間である前記第２の時間を取得
する際に前記仮想サーバ制御プログラムを使用する、ことを特徴とする計算機システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の計算機システムであって、
　前記管理計算機は、前記第２のホスト計算機が、前記第２の指示に応じて、前記第２の
ボリュームを読み出して、前記アプリケーションのリカバリができなかった場合、前記バ
ックアップカタログ情報に含まれる前記識別情報に関する情報を削除する、ことを特徴と
する計算機システム。
【請求項３】
　請求項２に記載の計算機システムであって、
　前記管理計算機は、前記第２のホスト計算機が、前記第２の指示に応じて、前記第２の
ボリュームを読み出して、前記アプリケーションのリカバリができなかった場合、さらに
、前記ストレージシステムに対して前記第２のボリュームのバックアップデータの削除の
指示を発行する、ことを特徴とする計算機システム。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか１つに記載の計算機システムであって、
　前記第２のホスト計算機は、前記第２の指示に応じて、前記第２のボリュームを読み出
して、前記アプリケーションのリカバリを実行する場合、リカバリしたデータを前記スト
レージシステムの第３のボリュームに書き込む、ことを特徴とする計算機システム。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか１つに記載の計算機システムであって、
　前記管理計算機は、前記第２の時間にあらかじめ設定されたＲＰＯ値を加算した第３の
時間を、前記第１の時間後に前記第１のボリュームを第４のボリュームにバックアップす
る時間とし、前記バックアップスケジュール情報に格納する、ことを特徴とする計算機シ
ステム。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか１つに記載の計算機システムであって、
　前記第１のホスト計算機は、さらに、データを一時的に格納するキャッシュメモリを含
み、
　前記管理計算機は、前記第２の時間が、前記第１の時間以前に前記第１のボリュームよ
り他のボリュームにバックアップされたデータを用いて前記アプリケーションがリカバリ
可能な時間と一致する場合、前記キャッシュメモリから前記第１のボリュームへデータを
移動する時間間隔をあらかじめ設定されたＲＰＯの時間内に収まるよう修正する、ことを
特徴とする計算機システム。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか１つに記載の計算機システムであって、
　前記第２のホスト計算機は、複数のホスト計算機を含み、
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　前記管理計算機は、前記複数のホスト計算機の使用状況を管理する情報を有し、前記複
数のホスト計算機のうち、使用されていないホスト計算機に対して第２の指示を発行し、
　前記使用されていないホスト計算機が、前記第２の指示に応じて、前記第２のボリュー
ムのデータを読み出し、前記アプリケーションがリカバリ可能な時間である前記第２の時
間を取得する、ことを特徴とする計算機システム。
【請求項８】
　アプリケーションを実行する第１のホスト計算機と、第２のホスト計算機と、前記アプ
リケーションに割り当てられる第１のボリュームを含む複数のボリュームを形成する複数
の記憶装置を含むストレージシステムと、に接続される管理計算機によるバックアップ方
法であって、
　前記第１のボリュームのバックアップを開始する第１の時間を管理するバックアップス
ケジュール情報と、バックアップ結果に関する情報を管理するバックアップカタログ情報
とを保持し、
　前記ストレージシステムに対して、前記第１のホスト計算機の前記アプリケーションの
処理の継続中に、前記第１の時間に前記第１のボリュームを第２のボリュームにバックア
ップする指示を出し、
　前記第２のホスト計算機より、前記第２のホスト計算機が前記第２のボリュームのデー
タを読み出し、取得された前記アプリケーションがリカバリ可能な時間である第２の時間
を取得し、
　前記第１のボリュームのバックアップの識別情報と前記第２の時間とを前記バックアッ
プカタログ情報に格納し、
　前記第２のホスト計算機が、前記第２の指示に応じて、前記第２のボリュームを読み出
して、前記アプリケーションのリカバリができなかった場合、前記バックアップカタログ
情報に含まれる前記識別情報に関連する情報を削除し、
　前記第２のホスト計算機が、前記第２の指示に応じて、前記第２のボリュームを読み出
して、前記アプリケーションのリカバリができなかった場合、さらに、前記ストレージシ
ステムに対して前記第２のボリュームのバックアップデータの削除の指示を発行する、こ
とを特徴とするバックアップ方法。
【請求項９】
　請求項８に記載のバックアップ方法であって、
　前記第２のホスト計算機に対して、前記第２の指示に応じて、前記第２のボリュームを
読み出して、前記アプリケーションのリカバリを実行する場合、リカバリしたデータを前
記ストレージシステムの第３のボリュームに書き込む指示を発行する、ことを特徴とする
バックアップ方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ストレージシステムに関し、特に、計算機システムにおけるアプリケーショ
ンによって使用されるデータのバックアップ方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　「ストレージ装置の障害」、「コンピュータウィルスによるデータ破壊」、「ユーザに
よる誤操作」などによって、ホスト計算機におけるアプリケーション（以下、「ＡＰ」と
よぶ）によって使用されるデータを喪失してしまうことがある。ストレージ装置において
は、該データを喪失する場合に備え、該データをコピーして保存する「バックアップ」を
実施している。ＡＰによって使用されるデータが喪失した場合には、ストレージ装置はバ
ックアップしたデータを復旧する「リカバリ」を実行する。
【０００３】
　データのバックアップ手法として様々な方法がある。その１つに、バックアップによる
業務ホストへの影響を抑えるために、ストレージ装置のコピー機能を用いるバックアップ
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方法がある。該コピー機能により、ＡＰにより使用されているストレージ装置の主記録領
域にデータの書き込みが発生した場合、同じ書き込みデータを同じストレージ装置内の副
記録領域へ書き込む。つまり、常に、主記録領域に格納されるデータに対応するデータを
格納する副記憶領域を作成することができる。そして、ある時点で該コピー機能を停止す
ると、主記憶領域に格納されるデータに関して、副記録領域にコピー機能停止した時点で
のバックアップのデータを作成することができる。
【０００４】
　リカバリ時点におけるデータを回復するためには、データの整合性が保たれた状態を保
存しなければならない。一般的に整合性を保つためには、ＡＰを「静止化」する。ＡＰの
「静止化」とは、該当ＡＰに関連する新規トランザクションの受付けを停止してから、メ
モリ内の更新情報をディスクに強制出力する処理である。この処理には、ＡＰ特有の処理
が必要になるため、バックアップ対象のＡＰと連携したバックアップソフトウェアを用意
しなければならない。さらに、ＡＰを「静止化」させることにより、一定時間の業務処理
もあわせて停止しければならず、業務効率が低下する。
【０００５】
　リカバリして回復できるＡＰの時刻（以下、「リカバリ可能時刻」とよぶ）は、バック
アップした時刻に依存する。通常、バックアップした時刻は、バックアップ対象を静止化
した時刻である。この時刻により、障害時にシステムが停止した時に、Ｒｅｃｏｖｅｒｙ
　Ｐｏｉｎｔ　Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅ（以下、「ＲＰＯ」と呼ぶ）を管理することができる
。ＲＰＯとは、データが喪失しシステム停止時に、どの時点までのデータが回復できるか
、という目標時点を意味する。
【０００６】
　ＡＰの静止化を行わずにバックアップを取得する手段の一つとして、サーバ仮想化技術
を用いた手法がある。サーバ仮想化技術は、一台のサーバコンピュータによって、一台以
上の仮想的なコンピュータ（以下、「仮想サーバ」又は「Ｖｉｒｔｕａｌ Ｍａｃｈｉｎ
ｅ（ＶＭ）」とよぶ）を構築する技術である。そして、複数の仮想サーバ上では、それぞ
れに異なるＯＳやＡＰを動作させることができる。ＶＭ単位でバックアップを行う場合に
は、ＡＰ同様にＶＭの静止化機能を使用してバックアップを行う。そのため、サーバ仮想
化技術を用いてＶＭのバックアップを取得するとＶＭ上に存在するＡＰのデータをＡＰ特
有のバックアップソフトを使用することなくバックアップすることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許第７３７０２３３号明細書
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】「Ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｉｎｇ　ＶＭｗａｒｅ　Ｃｏｎｓｏｌｉｄａｔ
ｅｄ　Ｂａｃｋｕｐ」、ＶＭｗａｒｅ、２００７年
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従来技術のようにＶＭ単位でバックアップを行う場合には、ＶＭ上のＡＰは静止化され
ていないため、ＡＰに関するトランザクション処理が途中の状態でバックアップされる場
合がある。その場合、リカバリ時にＡＰの回復処理（例えば、ロールバック）によりトラ
ンザクション処理のやり直し等が発生し、ＶＭのバックアップ時刻とＡＰのリカバリ時刻
が異なることがある。
【００１０】
　これまでユーザはバックアップカタログを参照して、戻りたい時刻のデータを示すこと
で、ＡＰのリカバリを行っていた。しかし、ＡＰを静止させずにＶＭ単位でバックアップ
する場合には、バックアップカタログを参照してもＶＭのバックアップ時刻のみしか管理
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できず、ＡＰのリカバリ時刻を把握することができない問題があった。よって、ユーザに
とって、ＡＰのリカバリ時刻によるリカバリ管理ができないなどの、リカバリ時刻に依存
した処理ができないという課題が発生する。
【００１１】
　同様に、ＶＭ単位でバックアップを実行する場合に限らず、ＡＰを静止化せずにバック
アップを実行した場合には、バックアップ開始時刻とＡＰのリカバリ時刻とが異なること
がある。そのため、ユーザにとって、ＡＰのリカバリ時刻によるリカバリ管理ができない
などの、リカバリ時刻に依存した処理ができないという課題が発生する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するための計算機システムは、アプリケーションを実行する第１のホス
ト計算機と、第２のホスト計算機と、前記第１のホスト計算機と前記第２のホスト計算機
に接続し、前記アプリケーションに割り当てられる第１のボリュームを含む複数のボリュ
ームを形成する複数の記憶装置を有するストレージシステムと、前記第１のホスト計算機
、前記第２のホスト計算機と前記ストレージシステムを管理し、前記ストレージシステム
に対し第１の指示を発行し、前記第２のホスト計算機に第２の指示を発行する管理計算機
と、を有し、前記ストレージシステムは、前記第１の指示に応じて、前記第１のホスト計
算機の前記アプリケーションの処理の継続中に、前記第１の時間に前記第１のボリューム
を第２のボリュームにバックアップし、前記第２のホスト計算機は、前記第２の指示に応
じて、前記第２のボリュームのデータを読み出し、前記アプリケーションがリカバリ可能
な時間である第２の時間を取得し、管理計算機は、前記バックアップと前記第２の時間と
の関係をバックアップカタログ情報に格納する、ことを特徴とする計算機システムである
。
【００１３】
　また、上記課題を解決するためのバックアップ方法は、アプリケーションを実行する第
１のホスト計算機と、第２のホスト計算機と、前記アプリケーションに割り当てられる第
１のボリュームを含む複数のボリュームを形成する複数の記憶装置を含むストレージシス
テムと、に接続される管理計算機によるバックアップ方法であって、前記ストレージシス
テムに対して、前記第１のホスト計算機の前記アプリケーションの処理の継続中に、前記
第１の時間に前記ボリュームを第２のボリュームにバックアップする指示を出し、前記第
２のホスト計算機より、前記第２の計算機が前記第２のボリュームのデータを読み出し、
取得された前記アプリケーションがリカバリ可能な時間である第２の時間を取得し、前記
バックアップと前記第２の時間との関係を管理するバックアップカタログ情報に格納する
、ことを特徴とするバックアップ方法である。
【発明の効果】
【００１４】
　ＡＰを静止化せずにバックアップしたときに、ＡＰのリカバリ可能時刻を把握すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１の実施形態における計算機システム１の構成の一例を示す図である。
【図２】本実施形態におけるバックアップスケジュール情報の一例を示す図である。
【図３】本実施形態におけるバックアップカタログ情報の一例を示す図である。
【図４】本実施形態におけるＡＰ構成情報の一例を示す図である。
【図５】本実施形態におけるストレージ管理情報の一例を示す図である。
【図６】本実施形態におけるバックアップ管理のフローチャートの一例を示す図である。
【図７】本実施形態におけるバックアップ条件設定処理のフローチャートの一例を示す図
である。
【図８】本実施形態におけるバックアップ条件の設定画面の一例を示す図である。
【図９】本実施形態におけるバックアップ処理のフローチャートの一例を示す図である。
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【図１０】本実施形態における事前リカバリ処理のフローチャートの一例を示す図である
。
【図１１】本実施形態におけるＲＰＯ補正処理のフローチャートの一例を示す図である。
【図１２】本実施形態におけるリカバリ処理のフローチャートの一例を示す図である。
【図１３】本実施形態におけるリカバリの設定画面の一例を示す図である。
【図１４】第２の実施形態における計算機システムの構成の一例を示す図である。
【図１５】第２の実施形態におけるバックアップ処理のフローチャートの一例を示す図で
ある。
【図１６】第３の実施形態における計算機システムの構成の一例を示す図である。
【図１７】第３の実施形態におけるバックアップスケジュール情報の一例を示す図である
。
【図１８】第３の実施形態におけるバックアップカタログ情報の一例を示す図である。
【図１９】第３の実施形態におけるＡＰ構成情報の一例を示す図である。
【図２０】第３の実施形態におけるバックアップ条件設定処理のフローチャートの一例を
示す図である。
【図２１】第３の実施形態におけるバックアップ処理のフローチャートの一例を示す図で
ある。
【図２２】第３の実施形態における事前リカバリ処理のフローチャートの一例を示す図で
ある。
【図２３】第４の実施形態におけるバックアップ条件設定処理のフローチャートの一例を
示す図である。
【図２４】第４の実施形態におけるバックアップ処理のフローチャートの一例を示す図で
ある。
【図２５】第５の実施形態における代替用ホスト計算機情報の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照しつつ実施の形態について説明する。
＜＜第1の実施形態＞＞
　まず、本発明の第1の実施形態について、図1を用いて説明する。
【００１７】
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る計算機システムの構成を示す図の一例である。
【００１８】
　第１の実施形態の計算機システム１は、ストレージシステム１１０と、ホスト計算機（
業務サーバ）１３０と、代替用ホスト計算機１４０と、管理計算機１５０にて構成される
。第１の実施形態では、ストレージシステム１１０に加えて、ストレージシステム１２５
がホスト計算機（業務サーバ）１３０、代替用ホスト計算機１４０、管理計算機１５０に
接続されている。しかし、計算機システム１は、該ストレージシステムの構成に限定され
るものではない。計算機システム１は、少なくとも１つ以上のストレージシステムにより
構成されていればよい。さらに、第１の実施形態の計算機システム１は、ホスト計算機１
３０と管理計算機１５０とを別々の計算機により構成する。しかし、この構成に限定され
るものではなく、ホスト計算機１３０と管理計算機１５０とを同一の計算機に同様の機能
を搭載する構成としてもよい。ストレージシステム１１０と、ホスト計算機１３０と、代
替用ホスト計算機１４０と、管理計算機１５０は、各々のネットワークインターフェイス
（以下、Ｉ／Ｆ）（ストレージシステム１１０のＩ／Ｆ１１５、ホスト計算機１３０のＩ
／Ｆ１３３、代替用ホスト計算機１４０のＩ／Ｆ１４３、管理計算機１５０のＩ／Ｆ１５
５）から、例えばＬＡＮなどのネットワークを介して接続される。
【００１９】
　ストレージシステム１１０は、データを格納するストレージ装置１１１と、ストレージ
システム１１０を制御するコントローラ１１２とを含む。ストレージ装置１１１は、スト
レージＩ／Ｆ１１８を介して、コントローラ１１２と接続する。
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【００２０】
　ストレージ装置１１１は、少なくとも１以上の記憶装置１１４を含む。記憶装置１１４
は典型的にはハードディスクドライブであるが、これに限定されるものではなく、フラッ
シュメモリなど他の記憶メディアであってもよい。記憶装置は、計算機（例えば、ホスト
計算機１３０）によって読み書きされるデータを格納する物理的な記憶領域を有する。ボ
リューム１１３は、物理的な記憶領域を割り当てられた論理的な記憶領域であって、ホス
ト計算機に提供される（ホスト計算機が認識可能な）記録領域である。例えば、複数台の
記憶装置によりＲＡＩＤグループを構成し、ＲＡＩＤグループに含まれる記憶領域を割り
当てて、ボリューム１１３を実現してもよいが、これに限定されるものではない。また、
本実施例では、このボリュームには、ホスト計算機１３０上のAP１３４で使用されている
データなどが格納されている。
【００２１】
　コントローラ１１２は、データの読み書きに関するＩ／Ｏ（Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ
）リクエストを発行するホスト計算機１３０やストレージシステムを管理する管理計算機
１５０などに接続するＩ／Ｆ１１５と、メモリ１１７と、Ｉ／Ｏリクエストを制御するＣ
ＰＵ１１６と、ストレージ装置１１１に接続され通信を行うためのストレージＩ／Ｆ１１
８と、を含む。ここで、Ｉ／Ｏリクエストとは、読み出し要求と、書き込み要求を含み、
書き込み要求には書き込みデータを含むものとする。本実施形態においては、Ｉ／Ｆ１１
５は、１台のＩ／Ｆにより構成されている。しかし、Ｉ／Ｆ１１５は、通信形態（例えば
管理計算機１５０との通信がＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ホスト計算
機１３０との通信がＦＣ（Ｆｉｂｒｅ Ｃｈａｎｎｅｌ））ごとに別々に配置してもよい
。また、同じ通信形態であっても、管理計算機１５０と接続し通信するＩ／Ｆと、ホスト
計算機１３０と接続し通信するＩ／Ｆとを別々に配置してもよい。メモリ１１７には、ス
トレージマイクロプログラム１１９と、ストレージマイクロプログラム１１９が管理する
ストレージ管理情報１２０が格納される。ＣＰＵ１１６は、メモリ１１７に格納されたプ
ログラムを実行するプロセッサである。ＣＰＵ１１６は、ストレージマイクロプログラム
１１９を読み出して実行し、ストレージ装置１１１の構成を管理する。例えば、ボリュー
ム１１３に格納されるデータを他のボリュームにコピーをする機能や、論理的な記憶領域
であるボリューム１１３をＩ／Ｆ１１５経由でホスト計算機１３０に認識させる機能など
を実現する。ストレージ管理情報１２０は、ストレージのシステム構成情報など、ストレ
ージマイクロプログラム１１９が利用する情報などであり、例えばテーブルなどで管理さ
れる。ストレージ管理情報１２０の一例を、図５にて説明する。
【００２２】
　ホスト計算機１３０は、ストレージシステム１１０の論理的な記憶領域であるボリュー
ム１１３を認識することができ、該ボリュームに対してＩ／Ｆ１３３を介してＩ／Ｏリク
エスト発行する。ホスト計算機１３０は、ＣＰＵ１３１、メモリ１３２、Ｉ／Ｆ１３３、
及びキャッシュ１３８を含む。ＣＰＵ１３１は、メモリ１３２に格納されたプログラムを
実行するプロセッサである。メモリ１３２には、アプリケーション（以下、ＡＰ）１３４
、オペレーティングシステム（以下、ＯＳ）１３５、ＯＳ静止化プログラム１３６、エー
ジェント１３７が格納される。ＡＰ１３４は、ホスト計算機１３０上で動作し、業務を実
行するプログラムである。メモリ１３２には、少なくとも１つ以上のＡＰ１３４が格納さ
れる。ＯＳ１３５は、ホスト計算機１３０上で動作する計算機全体を管理する基本ソフト
ウェアである。ＯＳ静止化プログラム１３６は、ＯＳの静止化を行うプログラムである。
ＯＳの静止化とは、該当ＯＳに関連する新規トランザクションの受付けを停止してから、
メモリ内の更新情報をディスクに強制出力する処理である。この処理を行うことによって
、ＯＳの整合性を保つことができる。エージェント１３７は、ホスト計算機１３０上のＡ
Ｐの構成とＡＰが使用しているボリュームを特定し管理計算機へ通知する機能を持つ。Ｉ
／Ｆ１３３は、ネットワークを介してストレージシステム１１０と、後述する代替用ホス
ト計算機１４０、及び管理計算機１５０に接続される。Ｉ／Ｆ１３３は、通信形態（例え
ば管理計算機１５０や代替用ホスト計算機１４０との通信はＴＣＰ／ＩＰ、ストレージシ
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ステム１１０との通信はＦＣ）ごとに別々に配置してもよい。また、同じ通信形態であっ
ても、管理計算機１５０と接続し通信するＩ／Ｆと、代替用ホスト計算機１４０と接続し
通信するＩ／Ｆと、ストレージシステム１１０と接続し通信するＩ／Ｆと、を別々に配置
してもよい。キャッシュ１３８は、メモリ１３２上のAP１３４のデータを変更されたとき
ストレージシステム１１０のボリューム１１３にデータを格納する前に、一時保存してお
く記憶領域である。
【００２３】
　代替用ホスト計算機１４０は、ホスト計算機１３０のＡＰにより使用されストレージシ
ステム１１０のボリュームに格納されるデータをバックアップした後に、リカバリして検
証するための計算機である。代替用ホスト計算機１４０は、ＣＰＵ１４１、メモリ１４２
、及びＩ／Ｆ１４３を備える。ＣＰＵ１４１は、メモリ１４２に格納されたプログラムを
実行するプロセッサである。メモリ１４２には、ホスト計算機１３０のメモリ１３２に格
納されるＡＰ１３４やＯＳ１３５に対応し、同じ種類のＡＰ１４４とＯＳ１４５が格納さ
れる。したがって、代替用ホスト計算機１４０は、ホスト計算機１３０と同様のＡＰ及び
ＯＳの条件を提供することができる。メモリ１４２には、バックアップデータをリカバリ
する際に、ＡＰの回復処理を行うＡＰ回復処理プログラム１４６と、ＡＰの最終更新時刻
を確認するＡＰ時刻確認プログラム１４７が格納される。
【００２４】
　管理計算機１５０は、ＣＰＵ１５１、メモリ１５２、入力装置１５３、表示装置１５４
、及びＩ／Ｆ１５５を含む。入力装置１５３は、ユーザ（管理者）がデータを入力するた
めの装置であり、例えば、キーボードやマウス等である。表示装置１５４は、ユーザに対
してバックアップ条件設定画面（図８）やリカバリ設定画面（図１３）などを表示する画
面であり、例えば、ＣＲＴ等の画面表示装置である。ＣＰＵ１５１は、メモリ１５２に格
納されたプログラムを実行するプロセッサである。メモリ１５２には、バックアッププロ
グラム１５６、リカバリプログラム１５７、ＲＰＯ補正プログラム１５８、バックアップ
スケジュール情報１５９、バックアップカタログ情報１６０、およびＡＰ構成情報１６１
が格納される。
【００２５】
　バックアッププログラム１５６は、ＡＰ１３４により使用されるボリューム１１３を副
ボリュームにバックアップし、バックアップカタログ情報などを作成するプログラムであ
る。リカバリプログラム１５７は、代替用ホスト計算機１４０上のＡＰ回復処理プログラ
ムを使用して、ＡＰ１３４によって使用されるボリューム１１３に格納されるデータのバ
ックアップデータをリカバリするプログラムである。ＲＰＯ補正プログラムは、代替用ホ
スト計算機１４０上のＡＰ時刻確認プログラムを使用して、設定されているＲＰＯを修正
するプログラムである。なお、これらのプログラムの動作は、フローチャートなどを用い
て以下に詳述する。
【００２６】
　次に、本実施形態において参照される各情報について説明する。
【００２７】
　図２に、管理計算機１５０のメモリ１５２に格納されるバックアップスケジュール情報
１５９の一例を示す。なお、図２に記載のバックアップスケジュール情報１５９のフォー
マットは一例であって、図２に示したフォーマットに限定されるものではない。バックア
ップスケジュール情報１５９は、管理計算機１５０で実行されるバックアッププログラム
１５６などによって参照される。
【００２８】
　バックアップスケジュール情報１５９には、スケジュールＩＤ１５９０１、バックアッ
プ開始時刻１５９０２、ＯＳＩＤ１５９０３、コピーペアＩＤ１５９０４が格納される。
スケジュールＩＤ１５９０１には、各バックアップスケジュールを識別する情報（例えば
、識別子）が格納される。バックアップ開始時刻１５９０２には、バックアップの開始時
間が格納される。ＯＳＩＤ１５９０３には、バックアップ対象ボリュームを使用するＯＳ
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を識別する情報（例えば、識別子）が格納される。コピーペアＩＤ１５９０４には、正副
ボリュームのコピーペアを識別する情報（例えば、識別子）が格納される。コピーペアＩ
Ｄを用いて、ストレージ管理情報１２０（図５）に含まれるコピーペア情報１２０２を参
照することにより、コピーペアで使用されている正副ボリュームＩＤを取得することがで
きる。
【００２９】
　図３に、管理計算機１５０のメモリ１５２に格納されるバックアップカタログ情報１６
０の一例を示す。なお、図３に記載のバックアップカタログ情報１６０のフォーマットは
一例であって、図３に示したフォーマットに限定されるものではない。バックアップカタ
ログ情報１６０は、管理計算機１５０で実行されるバックアッププログラム１５６、およ
びリカバリプログラム１５７などによって参照される。
【００３０】
　バックアップカタログ情報１６０には、バックアップＩＤ１６００１、ＯＳＩＤ１６０
０２、バックアップ時刻１６００３、ＡＰＩＤ１６００４、ＡＰのリカバリ可能時刻１６
００５、バックアップデータ格納ボリュームＩＤ１６００６が格納される。バックアップ
ＩＤ１６００１には、各バックアップを識別する情報（例えば、識別子）が格納される。
ＯＳＩＤ１６００２には、バックアップ対象ボリュームを使用するＯＳを識別する情報（
例えば、識別子）が格納される。バックアップ開始時刻１６００３には、バックアップの
開始時間が格納される。ＡＰＩＤ１６００４には、バックアップ対象ボリュームを使用す
るＡＰを識別する情報（例えば、識別子）が格納される。ＡＰのリカバリ可能時刻１６０
０５には、ホスト計算機１３０がバックアップした副ボリュームを使用してＡＰをリカバ
リする場合に、リカバリ可能な時間を格納する。バックアップデータ格納ボリュームＩＤ
１６００６には、バックアップ対象ボリュームをバックアップしたデータを格納するボリ
ューム（副ボリューム）を識別する情報（例えば、識別子）を格納する。
【００３１】
　バックアップ時刻１６００３だけでなく、ＡＰのリカバリ可能時刻１６００５を管理す
ることで、ＡＰを静止化せずにバックアップをした場合であっても、ユーザ（管理者）が
、正確なＡＰのリカバリ可能時刻を把握して運用することができる。
【００３２】
　図４に、管理計算機１５０のメモリ１５２に格納されるＡＰ構成情報１６１の一例を示
す。なお、図４に記載のＡＰ構成情報１６１のフォーマットは一例であって、図４に示し
たフォーマットに限定されるものではない。ＡＰ構成情報１６１は、管理計算機１５０で
実行されるバックアッププログラム１５６によって参照される。
【００３３】
　ＡＰ構成情報１６１は、ＡＰＩＤ１６１０１、ホストＩＤ１６１０２、ＯＳＩＤ１６１
０３、静止化プログラム有無１６１０４、ストレージＩＤ１６１０５、使用ＶＯＬＩＤ１
６１０６、ＲＰＯ１６１０７、ＲＰＯ補正有無１６１０８、事前リカバリ処理優先度１６
１０９、リカバリデータ保存有無１６１１０が格納される。ＡＰＩＤ１６１０１には、ア
プリケーションを識別する情報（例えば、識別子）が格納される。ホストＩＤ１６１０２
には、ＡＰが実行されるホスト計算機を識別する情報（例えば、識別子）が格納される。
ＯＳＩＤ１６１０３には、ＡＰが実行される基盤となるＯＳを識別する情報（例えば、識
別子）が格納される。静止化プログラム有無１６１０４には、アプリケーションが実行さ
れる基盤となるＯＳを静止化するためのプログラムの有無を示す情報が格納される。使用
ＶＯＬＩＤ１６１０６には、アプリケーションにより使用されるボリュームを識別する情
報（例えば、識別子）が格納される。ＲＰＯ１６１０７には、どの時点までのデータを保
証する情報であるＲＰＯが格納される。この時間が、アプリケーションにより使用される
ボリュームのバックアップをとる時間間隔となる。ＲＰＯ補正有無１６１０８には、図１
１に示すＲＰＯ補正処理を実行するか否かの情報が格納される。事前リカバリ処理優先度
１６１０９には、複数のＡＰが同時にバックアップされた場合、事前リカバリ処理を行う
順番の優先度が格納される。リカバリデータ保存有無１６１１０には、図１０に示す事前
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リカバリ処理を実行するか否かの情報が格納される。
【００３４】
　ＡＰ構成情報１６１に格納される情報はホスト計算機１３０上のエージェント１３７に
よって取得され、管理計算機１５０のメモリ１５２に格納される。更に、図８に示す「バ
ックアップ条件の設定」画面よりユーザが入力した情報を基に、ＲＰＯ１６１０７と、Ｒ
ＰＯ補正有無１６１０８と、事前リカバリ処理優先度１６１０９と、リカバリデータ保存
有無１６１１０を格納する。これらのＲＰＯ１６１０７とＲＰＯ補正有無１６１０８と事
前リカバリ処理優先度１６１０９と、リカバリデータ保存有無１６１１０は、事前に指定
されてもよい。
【００３５】
　また、ＡＰ構成情報１６１に格納される情報の取得方法は一例であって、これに限定さ
れるものではない。
【００３６】
　図５に、ストレージシステム１１０のメモリ１１２に格納されるストレージ管理情報１
２０の一例を示す。なお、図５に記載のストレージ管理情報１２０のフォーマットは一例
であって、図５に示したフォーマットに限定されるものではない。ストレージ管理情報１
２０は、ストレージシステム１１０にて実行されるストレージマイクロプログラムや管理
計算機１５０で実行されるバックアッププログラム１５６などによって参照される。スト
レージ管理情報１２０には、ボリューム情報１２０１とコピーペア情報１２０２とが含ま
れる。
【００３７】
　ボリューム情報１２０１には、ストレージ装置ＩＤ１２０１１、ボリュームＩＤ１２０
１２、使用可否１２０１３により構成される。ストレージ装置ＩＤ１２０１１には、スト
レージ装置１１１を識別する情報（例えば、識別子）が格納される。ボリュームＩＤ１２
０１２は、ストレージ装置１１１に含まれるボリュームを識別する情報（以下、識別子）
が格納される。使用可否１２０１３には、ボリュームが使用可能であるか否かを示す情報
が格納される。使用可否１２０１３では、例えば何にも使われていない、すなわち現在い
ずれのＡＰによっても使用されていないボリュームに対しては、「可」を示す情報を格納
する。未使用のボリュームだけでなく、使用履歴があっても現在は使用されていないボリ
ュームも含まれる。「可」を示す情報が格納されるボリュームは、新しくコピーペア構築
が指示されたときの副ボリュームとして使用することができる。
【００３８】
　コピーペア情報１２０２には、コピーペアＩＤ１２０２１、正ストレージ装置ＩＤ１２
０２２、正ＶＯＬＩＤ１２０２３、副ストレージ装置ＩＤ１２０２４、副ＶＯＬＩＤ１２
０２５、コピー種別１２０２６とが含まれる。コピーペアＩＤ１２０２１には、正副ボリ
ュームのコピーペアを識別する情報（例えば、識別子）が格納される。正ストレージ装置
ＩＤ１２０２２には、コピーペアにおける正ストレージ装置を識別する情報（例えば、識
別子）が格納される。正ＶＯＬＩＤ１２０２３には、コピーペアにおける正ボリュームを
識別する情報（例えば、識別子）が格納される。副ストレージ装置ＩＤ１２０２４には、
コピーペアにおける副ストレージ装置を識別する情報（例えば、識別子）が格納される。
副ＶＯＬＩＤ１２０２５には、コピーペアにおける副ボリュームを識別する情報（例えば
、識別子）が格納される。コピー種別１２０２６には、コピーペア間のコピーの種別を示
す情報が格納される。
＜バックアップ管理処理＞
　次に、本実施形態に係るバックアップ管理処理について図６乃至図１３を用いて説明す
る。
【００３９】
　図６は、ＡＰの静止化を行わずにバックアップを取得する場合に、ＡＰのバックアップ
時刻を管理する処理の一例を示すフローチャートである。ＡＰの「静止化」とは、該当Ａ
Ｐに関連する新規トランザクションの受付けを停止してから、メモリ内の更新情報をディ
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スクに強制出力する処理である。
【００４０】
　図６において、ステップ６０１からステップ６０７の処理は、管理計算機１５０のメモ
リ１５２に格納されるバックアッププログラム１５６をＣＰＵ１５１により実行すること
により実現される処理である。但し、ステップ６０１からステップ６１１の各処理におい
ては、以下に示すプログラムによる処理も含む。各メモリに格納されるプログラムの処理
は、ＣＰＵがメモリから各プログラムを読み出して実行することにより実現される。以下
、プログラムを主語にして説明する場合もあるが、実際にはそのプログラムを実行する処
理部であるＣＰＵが該プログラムを実行し、処理を行う。
【００４１】
　ステップ６０３では、ホスト計算機１３０のメモリ１３２に格納されるＯＳ静止化プロ
グラム１３６によって処理される。ステップ６０５では、管理計算機１５０のメモリ１５
２に格納されるリカバリプログラム１５７と、代替用ホスト計算機１４０のメモリ１４２
に格納されるＡＰ回復処理プログラム１４６と、ＡＰ時刻確認プログラム１４７によって
処理される。ステップ６１１では、管理計算機１５０のメモリ１５２に格納されるリカバ
リプログラム１５７によって処理される。ステップ６０９では、管理計算機１５０のメモ
リ１５２に格納されるＲＰＯ補正プログラム１５８によって処理される。
【００４２】
　但し、具体的にどの処理ステップが、どのプログラムによって実現されるかは、システ
ム設計上の要請等により適宜決定すれるものであり、これに限定されるものではない。
【００４３】
　ステップ６０１のバックアップ条件設定処理では、バックアップを実行する際の条件を
設定する。ステップ６０１については、図７にて詳細な動作を説明する。
【００４４】
　ステップ６０３のバックアップ処理では、ステップ６０１にて設定されたバックアップ
条件にもとづきバックアップを実行する。ステップ６０３については、図９にて詳細な動
作を説明する。
【００４５】
　ステップ６０５の事前リカバリ処理では、代替用ホスト計算機１４０を利用して、バッ
クアップしたデータを事前にリカバリする。そして、ＡＰのリカバリ可能時刻を確認し、
バックアップカタログ情報１６０を修正する。ステップ６０５については、図１０にて詳
細な動作を説明する。
【００４６】
　ステップ６０７のリカバリ処理では、ユーザによって指定されたバックアップＩＤを参
照し、バックアップデータをリカバリする。ステップ６０７については、図１２にて詳細
な動作を説明する。
＜バックアップ条件設定処理＞
　図７に、バックアップ時に使用するバックアップ条件の設定処理（条件設定処理）フロ
ーの一例を示す。バックアッププログラム１５６は、ユーザからのバックアップの要求を
受けて、バックアップ条件の設定画面を表示し、処理を開始する。
【００４７】
　ステップ７０１では、バックアッププログラム１５６は、バックアップ条件の設定画面
から、ユーザによって入力されたＡＰＩＤ、コピー種別、ＲＰＯなどの情報を取得する。
そして、取得した情報に基づき、ＡＰ構成情報１６１を修正する。
【００４８】
　バックアップ条件の設定画面の一例を図８に示す。なお、図８に記載のバックアップ条
件の設定画面のフォーマットは一例であって、図８に示したフォーマットに限定されるも
のではない。バックアップ条件の設定画面は、バックアップ対象とする「ＡＰＩＤ」（Ａ
Ｐを識別する情報）を指定する項目８０１と、バックアップポリシーを入力する項目８０
２と、設定ボタン８０８と、バックアップ条件設定を中止するキャンセルボタン８０９を
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含む。
【００４９】
　バックアップ対象とする「ＡＰＩＤ」（ＡＰを識別する情報）を指定する項目８０１に
は、ユーザがバックアップ対象とするＡＰＩＤを選択する。実際には、バックアップ対象
のＡＰにより使用されるボリュームをバックアップすることとなる。バックアップポリシ
ー８０２には、コピー種別８０３と、ＲＰＯ８０４と、ＲＰＯ補正処理有無８０５と、事
前リカバリ処理優先度８０６と、事前リカバリデータ保存処理有無８０７の各項目を含む
。コピー種別８０３には、「フルコピー」や「差分コピー」などのコピー種別を入力する
。ＲＰＯ８０４には、ＡＰＩＤ８０１で指定されたＡＰのＲＰＯを入力する。ＲＰＯ補正
処理有無８０５には、図１１に示すＲＰＯの補正処理を行うか否かを入力する。事前リカ
バリ処理優先度８０６には、複数のＡＰが同時にバックアップされた場合、事前リカバリ
処理を行う順番の優先度を入力する。事前リカバリデータ８０７では、図１０において事
前リカバリ処理のデータの保存の有無を入力する。
【００５０】
　図８のバックアップ条件の設定画面の例では、「ＡＰ＿０２が使用するボリュームを１
０分間隔でフルコピーのバックアップを行い、ＲＰＯ補正処理も行う。事前リカバリ処理
優先度は２である。事前リカバリ処理でリカバリした状態のデータを保存する。」と、条
件が設定される。そして、図４のＡＰ構成情報１６１のAPＩＤ１６１０１のＡＰ＿０２を
参照し、条件の変更がある場合には、ＲＰＯ１６１０７と、ＲＰＯ補正有無１６１０８、
事前リカバリ処理優先度１６１０９と、リカバリデータ保存有無１６１１０項目を修正す
る。
【００５１】
　ステップ７０３では、バックアッププログラム１５６が、ＡＰ構成情報１６１を使用し
て、ステップ７０１で取得したＡＰＩＤに対応するＡＰＩＤを検索する。そして、ＡＰ構
成情報１６１の使用ＶＯＬＩＤ１６１０６を参照し、検索されたＡＰＩＤによって使用さ
れるボリュームを特定する。図８のようにバックアップ条件の設定画面によりＡＰ＿０２
が指定された場合には、ＡＰ構成情報１６１のＡＰＩＤ１６１０１及び対応する使用ＶＯ
ＬＩＤ１６１０６を参照し、ＡＰ＿０２により使用されるボリュームはＶＯＬ＿０２であ
ると特定される。
【００５２】
　ステップ７０５では、ストレージシステム１１０のストレージマイクロプログラム１１
９が、コピーペアの構築を行う。このペアの構築では、ストレージマイクロプログラム１
１９がペア機能を操作するための設定ファイルを作成する。具体的には、ストレージマイ
クロプログラム１１９が、ステップ７０３で特定されたＡＰにより使用されるボリューム
を正ボリューム（バックアップ元ボリューム）とし、図５のボリューム情報１２０１の使
用可否１２０１３から「可」のボリュームを検索し、検索されたボリュームを副ボリュー
ム（バックアップ先ボリューム）とする。ここで、副ボリュームはユーザにより指定され
てもよい。そして、コピーペア情報１２０２に、ストレージマイクロプログラム１１９に
よって構築された新規コピーペアの情報を追加する。さらに、副ボリュームとして設定さ
れたボリュームに関して、ボリューム情報１２０１の使用可否１２０１３の情報を「否」
とする。図８の例では、コピーペア情報１２０２に例えばＰＡＩＲ＿０４を追加する。さ
らに、ボリューム情報１２０１のボリュームＩＤ１２０１２のＶｏｌ＿０６の使用可否１
２０１３を「可」から「否」へ変更する。
【００５３】
　正ボリュームと副ボリュームのコピーペアが構築されると、ホスト計算機１３０のＡＰ
により正ボリューム内のデータに書き込み処理などが実行され、正ボリューム内のデータ
に更新があった時に、正ボリュームの変更されたデータが副ボリュームにコピーされる。
【００５４】
　ステップ７０７、バックアッププログラム１５６がコピーペアの情報を取得し、バック
アップスケジュール情報１５９に、新規スケジュールを追加する。図８の例では、バック
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アップスケジュール情報１５９のスケジュールＩＤ１５９０１に、ＳＣ＿０４を新規スケ
ジュールとして追加する。ＯＳＩＤ１５９０３には、バックアップ条件の設定画面におい
て指定されたＡＰの基盤となるＯＳを、ＡＰ構成情報１６１のＯＳＩＤ１６１０３を参照
して特定し、ＯＳ＿０２を示す情報を格納する。コピーペアＩＤ１５９０４には、ステッ
プ７０５にて新たに追加されたＰＡＩＲとして特定された、ＰＡＩＲ＿０４を示す情報を
格納する。
＜バックアップ処理＞
　図９に、本実施形態におけるバックアップ処理フローの一例を示す。ステップ６０１で
設定したバックアップ条件にそって、バックアッププログラム１５６がバックアップの処
理を行う。各バックアップ処理は、バックアップスケジュール情報１５９のバックアップ
開始時刻１５９０１になると、実行される。但し、オンデマンドで実行してもよい。
【００５５】
　ステップ９０１では、バックアッププログラム１５６は、バックアップ対象のＡＰが動
作するＯＳを確認する。具体的には、図２のバックアップスケジュール情報１５９からＯ
ＳＩＤ１５９０３よりＯＳを特定する。
【００５６】
　ステップ９０３では、特定されたＯＳに、ＯＳ静止化プログラム１３６が存在するか否
かを確認する。具体的には、バックアッププログラム１５６が、ＡＰ構成情報１６１の静
止化プログラム有無１６１０４を参照して確認する。ＯＳ静止化プログラムが存在する場
合（ステップ９０３がＹＥＳの場合）はステップ９０５へ進む。ＯＳ静止化プログラムが
存在しない場合（ステップ９０３がＮＯの場合）は、ステップ９０７へ進む。
【００５７】
　ステップ９０５では、ステップ９０１で特定したＯＳに対してＯＳ静止化プログラム１
３６を使用して静止化を行う。
【００５８】
　ステップ９０７では、ストレージマイクロプログラム１１９により、バックアップスケ
ジュール情報２００のコピーペアＩＤ２０４が示すコピーペアのスプリットを行う。スプ
リットとは、コピーペアが構築され正ボリュームのデータ変更を副ボリュームへコピーす
る処理の実行を停止することを示す。コピー機能は、ＡＰが利用しているストレージの記
録領域にデータの書き込みが発生したとき、同じデータを同ストレージ内の他記録領域へ
書き込む。そうすることで、常に同じデータが格納されている領域を作成することができ
る。そのため、スプリットを行うと、スプリットされた時点での正ボリュームのデータを
バックアップデータとして副ボリュームに保存することができ、コピー先の記録領域にそ
の時点のバックアップのデータが作成できたことなる。
【００５９】
　ここで、コピーペアのスプリット前には、ＡＰの「静止化」は実行されない。ＡＰを「
静止化」しないことにより、ＡＰごとの静止化プログラムを保持する必要がない。また、
コピーペアスプリット時に、ＡＰの静止化を実行する必要がないため、ＡＰによる業務を
継続して実行できる。
【００６０】
　ステップ９０９では、バックアップデータが保存されたボリュームである副ボリューム
に関する情報などを、図３のバックアップカタログ情報１６０に追加する。具体的には、
バックアップカタログ情報１６０に、バックアップＩＤ１６００１と、ＯＳＩＤ１６００
２、バックアップ時刻１６００３と、ＡＰＩＤ１６００４、バックアップデータ格納ボリ
ュームＩＤ１６００６を追加する。
【００６１】
　例えば、バックアップスケジュール情報１５９より、スケジュールＩＤ１５９０１のＳ
Ｃ＿０１が、２００８/１２/０４の１２:００:００に開始されたとする。ステップ９０３
にてＯＳ静止化プログラムが存在する場合、ステップ９０５にてＯＳＩＤ１５９０３から
ＯＳ＿０１を静止化する。ステップ９０７では、コピーペアＩＤ１５９０４からＰＡＩＲ
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＿０１の正ボリュームと副ボリュームとをスプリットする。スプリット終了後、バックア
ップカタログ情報１６０に、新規バックアップＩＤ１６００１としてＢＫ＿０１を追加し
、ＯＳＩＤ１６００２にＯＳ＿０１、バックアップ時刻１６００３に２００８/１２/０４
の１２:００:００、ＡＰＩＤにＡＰ＿０１、バックアップ格納ボリュームＩＤ１６００６
にコピーペア情報５２０のＰＡＩＲ＿０１から特定したＶｏｌ＿０３を格納する。
【００６２】
　ステップ９１１では、ステップ９０５にて、ＯＳが静止化されているか否かを判断する
。ＯＳが静止化されている場合（ステップ９１１がＹＥＳの場合）はステップ９１３へ、
静止化されていない場合（ステップ９１１がＮＯの場合）はバックアップ処理を終了する
。
【００６３】
　ステップ９１３では、ＯＳの静止化の解除を行う。この処理を行うことで、ステップ９
０５にて停止していたトランザクションの受付を開始させる。
＜事前リカバリ処理＞
　図１０に、本実施形態における事前リカバリ処理フローの一例を示す。ステップ６０３
でバックアップした副ボリュームのデータを代替用ホスト計算機１４０のＡＰ１４４を用
いて実行して、ＡＰの検証を実行する。事前リカバリ処理は、バックアッププログラム１
５６が、バックアップ処理が終了したことを検出した後に、リカバリプログラム１５７に
事前リカバリ処理を行うことを指示することによって開始される。
【００６４】
　ステップ１００１にて、リカバリプログラム１５７は、バックアップカタログ情報１６
０のバックアップ格納ボリュームＩＤ１６００６から特定した副ボリュームを代替用ホス
ト計算機１４０にマウントする。「副ボリュームを代替用ホスト計算機にマウントする」
とは、代替用ホスト計算機から副ボリュームを認識可能な状態とすることを意味する。
【００６５】
　ステップ１００３にて、リカバリプログラム１５７により、マウントした副ボリューム
のデータを参照してＡＰ１４４を実行し、ＡＰを再開する。
【００６６】
　ステップ１００５では、ＡＰの回復処理が発生するか否かを判断する。本実施形態では
、ＡＰの使用するボリュームをバックアップする場合に、ＡＰの業務を止めないで行うた
め、ＡＰを静止化せずにバックアップする。したがって、ＡＰの回復処理が発生する場合
がある。ＡＰの回復処理が発生するか否かについては、ＡＰが、ＡＰの回復処理の発生有
無をＡＰのログで判断する。ＡＰのログには、ＡＰの履歴とＡＰにより書き出されたデー
タの情報が記載されている。発生した場合（ステップ１００５ＹＥＳの場合）ステップ１
００７の処理を実行する。発生しない場合は（ステップ１００５ＮＯの場合）、ステップ
１０２９の処理を実行する。
【００６７】
　ステップ１００７では、管理計算機１５０のリカバリプログラム１５７より指示を受け
た、代替用ホスト計算機１４０のＡＰ回復処理プログラム１４６が、クラッシュリカバリ
やロールバックなどのＡＰの回復処理を行う。ＡＰ回復処理とは、アプリケーションが、
データの変更履歴を保存している場合に、この履歴を用いて整合性が保たれた状態まで修
復する処理である。
【００６８】
　ステップ１００９では、ＡＰの回復処理が成功したか否かの判定を行う。例えば、ＡＰ
の回復処理が成功したか否かの判定するために、ＡＰのログを確認する。ＡＰ回復処理プ
ログラム１４６がＡＰを回復できなかった場合（ステップ１００９：ＮＯの場合）は、ス
テップ１０１１を実行する。ＡＰ回復処理プログラム１４６によりＡＰを回復できた場合
（ステップ１００９：ＹＥＳの場合）は、ステップ１０１７を実行する。
【００６９】
　まず、ステップ１００９でＡＰを回復できたと判断した場合（ステップ１００９：ＹＥ
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Ｓの場合）の処理について説明する。
【００７０】
　ステップ１０１７では、バックアッププログラム１５６から代替用ホスト計算機１４０
上のＡＰ時刻確認プログラム１４７に指示を出し、クラッシュリカバリやロールバックな
どのＡＰの回復処理により回復することのできた時刻（リカバリ可能時刻）を取得する。
【００７１】
　ステップ１０１９では、バックアッププログラム１５６により、ステップ１０１７にて
取得したリカバリ可能時刻を、バックアップカタログ情報１５９のＡＰリカバリ可能時刻
１６００５に更新する。例えば、バックアップＩＤ１６００１のＢＫ＿０１の場合、ＡＰ
のリカバリ可能時刻１６００５に２００８/１２/０４　１１:５８を記載する。バックア
ップを開始する時刻とは別にＡＰのリカバリ可能な時刻を管理することで、ＡＰのリカバ
リ時刻によるリカバリ管理ができる。
【００７２】
　ステップ１０２１では、ステップ１０１７で取得したＡＰのリカバリ可能時刻と、リカ
バリ対象のＡＰが使用するボリュームを前回（過去）バックアップしたときのＡＰのリカ
バリ可能時刻を比較する。具体的には、バックアップカタログ情報のＢＫ＿０５の事前リ
カバリ処理をする場合には、同じＡＰが使用する、同じボリュームのバックアップである
ＢＫ＿０１を参照し、ＢＫ＿０５のリカバリ可能時刻とＢＫ＿０１のリカバリ可能時刻を
比較する。一致する場合（ステップ１０２１：ＹＥＳの場合）はステップ１０２３を実行
する。一致しない場合（ステップ１０２１：ＮＯの場合）は１０２５を実行する。
【００７３】
　ステップ１０２３では、リカバリプログラム１５７が、ＲＰＯの時間内にチェックポイ
ントが発生するように、チェックポイントの時間間隔の修正を通知する。アプリケーショ
ンのデータに変更があった場合、キャッシュ１３８にデータを一時保存して、チェックポ
イントでボリュームに格納している。そのため、チェックポイントでは、コミットされた
全ての処理がボリュームに反映されていることを保証する。ＡＰの回復処理の結果ＡＰの
データが前回のバックアップした時刻と同じ時刻に戻ってしまった原因として、ユーザが
指定したＲＰＯの時間内に処理がデータファイルに反映されていないためと考えられる。
チャックポイント間隔の修正により、ＲＰＯの時間内で、ＡＰにより使用されるボリュー
ムのバックアップを格納することができる。なお、ステップ１０２１及びステップ１０２
３は行わなくてもよい。
【００７４】
　チェックポイントの時間間隔の修正を通知する代わりに、バックアプデータが前回と同
じためＲＰＯを長めに修正したほうがよいことを通知してもよい。
【００７５】
　ステップ１０２５では、ＡＰのＲＰＯを補正するか否かを判断する。具体的には、ＡＰ
構成テーブル１６１のＲＰＯ補正有無１６１０８を確認し、「有」を示す情報が格納され
る場合にはＹＥＳと判断し、「無」を示す情報が格納される場合にはＮＯと判断する。Ａ
ＰのＲＰＯ補正処理を行う場合（ステップ１０２５：ＹＥＳの場合）は、ステップ１０２
７を実行する。ＡＰのＲＰＯ補正処理を行わない場合（ステップ１０２５：ＮＯの場合）
は、ステップ１０２９を実行する。
【００７６】
　ステップ１０２７では、事前リカバリ処理（ステップ６０５）で確認したＡＰのリカバ
リ可能時刻と、ユーザによって指定されたＡＰのＲＰＯから、次にバックアップを開始す
る時刻を算出して、バックアップスケジュール情報１５９を修正する。ステップ１０２７
については、図１１にて詳細な動作を説明する。
【００７７】
　ステップ１０２７では、図１１のＲＰＯ補正処理のステップ１１０１へ進む。ＲＰＯ補
正処理は、管理計算機１５０のＲＰＯ補正プログラム１５８によって実行される。
【００７８】
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　ステップ１１０１では、ＡＰ構成情報１６１を参照して、バックアップしたボリューム
を使用するすべてのＡＰを検索する。そして、バックアップカタログ情報１６０を参照し
て、検索されたＡＰのリカバリ可能時刻を取得する。
【００７９】
　ステップ１１０３では、ステップ１１０１で取得した各ＡＰのリカバリ可能時刻に対し
て、ＡＰ構成情報１６１のＲＰＯ１６１０７から特定されるＲＰＯを加算した時刻を算出
する。
【００８０】
　ステップ１１０５では、ステップ１１０３に算出した次回のバックアップ開始時刻のう
ち、もっとも早い時刻を選択する。そして、選択された時刻を次のバックアップ開始時刻
として、バックアップスケジュール情報１５９のバックアップ開始時刻２０２に格納する
。ＲＰＯ補正処理により、ＡＰに回復処理が発生して、リカバリ可能時刻が古くなった場
合にも、バックアップ開始時刻を早めることで、ＲＰＯを守ることができる。
【００８１】
　例えば、図４のＡＰ構成情報１６１の使用ＶＯＬＩＤ１６１０６からＶＯＬ＿０２上に
、ＡＰＩＤ１６１０１のＡＰ＿０２，ＡＰ＿０３，ＡＰ＿０４の３つのＡＰに使用される
データが格納されることがわかる。また、ＲＰＯ補正有無１６１０８から、ＡＰ＿０２と
ＡＰ＿０４の２つのＡＰについてＲＰＯの補正処理が必要であることがわかる。
【００８２】
　そして、バックアップカタログ情報１６０のＡＰのリカバリ可能時刻１６００５に、Ａ
Ｐ構成情報１６１のＲＰＯ１６１０７を加算する。この場合、ＡＰ＿０２は、２００８:
／１２／０４ １２:１９プラス１０分で２００８:／１２／０４ １２:２９、ＡＰ＿０４
は２００８:／１２／０４ １２:１６プラス２０分で２００８:／１２／０４ １２:３６に
なる。両者を比較すると、最も早い時刻は、２００８:／１２／０４ １２:２９となる。
そこで、スケジュールＩＤ１５９０２のＳＣ_０５のバックアップ開始時刻１５９０２を
１２:３０から１２:２９に修正する。修正後、図１０の事前リカバリ処理のステップ１０
２７に戻り、ステップ１０２９へ進む。
【００８３】
　ステップ１０２９では、ステップ１００７でＡＰを回復した状態（事前リカバリした状
態）を保存するかどうかを判断する。具体的には、ＡＰ構成情報１６１のリカバリデータ
保存有無１６１０８を参照し、「有」の場合にはＹＥＳ、「無」の場合にはＮＯと判断す
る。ＡＰを回復した状態を保存する場合（ステップ１０２９：ＹＥＳの場合）には、ステ
ップ１０３１を実行する。ＡＰを回復した状態を保存しない場合（ステップ１０２９：Ｎ
Ｏの場合）には、ステップ１０３３を実行する。
【００８４】
　ステップ１０３１では、リカバリプログラム１５７は、ＡＰを回復した状態を例えばボ
リューム情報５１０より使用可否５１３が「可」のボリュームに保存する。ＡＰを回復し
た状態を保存することにより、実際のリカバリ処理を行うときに回復処理を行う必要がな
いため、高速に復旧することができる。
【００８５】
　次に、ステップ１００９でＡＰが回復できないと判断された場合（ステップ１００９：
ＮＯの場合）の処理について説明する。ＡＰが回復できなかいため、バックアップ処理は
失敗である。
【００８６】
　ステップ１０１１では、ステップ９０９で追加したバックアップカタログ情報１６０の
データを削除する。さらに、バックアップデータが格納される副ボリュームのデータも同
時に削除してもよい。バックアップカタログ情報１６０よりデータを削除することにより
、ユーザは該バックアップのリカバリを選択できなくすることができる。そして、ＡＰの
回復ができないボリュームを誤って選択してしまうことを防止できる。また、リカバリで
きないボリュームは以後使用することができないため、格納されているデータを削除する
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ことで、ボリュームの領域を有効に活用することができる。
【００８７】
　ステップ１０１３では、ＡＰのＲＰＯを補正するか否かを判断する。具体的には、ＡＰ
構成テーブル１６１のＲＰＯ補正有無１６１０８を確認し、「有」を示す情報が格納され
る場合にはＹＥＳと判断し、「無」を示す情報が格納される場合にはＮＯと判断する。Ａ
ＰのＲＰＯ補正処理を行う場合（ステップ１０１３：ＹＥＳの場合）は、ステップ１０１
５へ進む。既に、この時点でＲＰＯが保証されていないが、少しでもリカバリ可能時刻を
ＲＰＯに近づけるために、ステップ１０１５では、バックアップ処理を再開させる。よっ
て、バックアップ処理（ステップ９０１）へ戻る。ＡＰのＲＰＯ補正処理を行わない場合
（ステップ１０１３：ＮＯの場合）は、ステップ１０３３へ進む。
【００８８】
　ステップ１０３３では、バックアップ終了を通知し、バックアップ処理を終了する。
【００８９】
　ここで、同時にバックアップ処理が終了したボリュームが複数存在する場合、ＡＰ構成
情報１６１の事前リカバリ処理優先度１６１０９を参照し、優先度の高い順に事前リカバ
リ処理を実行してもよい。ただし、優先度を設定せずに順に処理してもよい。例えば、図
４の例では、事前リカバリ処理優先度４０９が、ＡＰ＿０１では１で、ＡＰ＿０２では２
である。ＡＰ＿０１とＡＰ＿０２が同時にバックアップ終了した場合、事前リカバリ処理
優先度４０９が高いＡＰ＿０１が先に事前リカバリ処理を行う。優先度を用いて処理を行
うことにより、ユーザにより設定された重要度が高いボリュームについて優先的に事前リ
カバリ処理を行うことができる。
＜リカバリ処理＞
　図１２に、本実施形態における、リカバリ処理フローの一例を示す。ユーザが、例えば
図１３に示すリカバリ設定画面に入力するなどして、副ボリュームを利用したＡＰのリカ
バリを要求した場合、管理計算機１５０のリカバリプログラム１５７によりリカバリ処理
を開始する。
【００９０】
　ステップ１２０１では、リカバリ設定画面に、リカバリするＡＰＩＤを入力してもらう
ことで、リカバリプログラム１５７はＡＰの情報を取得する。
【００９１】
　ステップ１２０３では、バックアップカタログ情報１６０のＡＰＩＤ３０４から、指定
されたＡＰと一致するバックアップＩＤを検索し、一致したものをバックアップカタログ
リストとして表示する。
【００９２】
　ここで、本実施形態における、リカバリ設定画面の一例を図１３に示す。なお、図１３
に記載のリカバリ設定画面のフォーマットは一例であって、図１３に示したフォーマット
に限定されるものではない。図１３の画面は、リカバリ対象とするＡＰＩＤを指定する項
目１３０１と、バックアップカタログリスト１３０２と、リカバリボタン１３０６と、リ
カバリ処理を中止するキャンセルボタン１３０７を含む。
【００９３】
　リカバリ対象とするＡＰＩＤを指定する項目１３０１には、ユーザがリカバリしたいＡ
Ｐを識別する情報を入力する。バックアップカタログリスト１３０２には、リカバリ可能
なバックアップＩＤ１３０４と、そのＡＰのリカバリ可能時刻１３０５と、事前リカバリ
データ有無１３０６と、リカバリするバックアップカタログを選択するためのチェック項
目１３０３とを含む。バックアップカタログリスト１３０２は、リカバリプログラム１５
７より、バックアップカタログ情報１６０とＡＰ構成情報１６１を参照して作成される。
図１３の例では、リカバリ対象のＡＰＩＤ１３０１としてＡＰ＿０１が指定されるため、
バックアップカタログ情報１６０のＡＰＩＤ１６００４を参照し、一致したＡＰ＿０１の
バックアップＩＤ３０１のＢＫ＿０１，ＢＫ＿０２，ＢＫ＿０３を表示している。事前リ
カバリデータ有無１３０６は、ＡＰ構成情報４００のリカバリデータ保存有無４１０より
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参照している。
【００９４】
　ステップ１２０５では、リカバリ設定画面のバックアップカタログリスト１３０２より
ユーザが選択したリカバリ対象のバックアップＩＤの情報を取得する。図１３の例では、
チェック１３０３により選択されている、ＢＫ＿０３がリカバリ対象のバックアップＩＤ
となる。
【００９５】
　ステップ１２０７では、図１０のステップ１０２５でＡＰを回復した状態を保存してい
るか否かを判断する。ＡＰを回復した状態を保存している場合（ステップ１２０７：ＹＥ
Ｓの場合）にはステップ１２０９を実行する。ＡＰを回復した状態を保存していない場合
（ステップ１２０７：ＮＯの場合）はステップ１２１１を実行する。
【００９６】
　ステップ１２０９では、図１０のステップ１０２５にて保存したデータを用いて、ホス
ト計算機１３０上にリカバリしてデータを復元する。
【００９７】
　ステップ１２１１では、事前リカバリ処理でリカバリしたデータを保存していないため
再度、ホスト計算機１３０上でリカバリする必要がある。
【００９８】
　ステップ１２１３では、指定されたバックアップＩＤのデータをリカバリし、AP回復処
理プログラム１４６を使用してＡＰの回復処理を行う。
【００９９】
　図１３の例では、２００８／１２／０４　１２：１９のＡＰのデータに戻ることができ
る。
【０１００】
　最後に、ステップ１２１５ではリカバリ終了通知を行い、処理を終了する
＜＜第２実施形態＞＞
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。本実施形態は、第１の実施形態の計
算機システムに含まれるストレージシステムにおいて、ＮＡＳ(Ｎｅｔｗｏｒｋ Ａｔｔａ
ｃｈｅｄ Ｓｔｏｒａｇｅ)を含む点が異なる。本実施形態では、図１の構成との差異を中
心にＮＡＳ条件におけるＡＰに使用されるボリュームのバックアップ管理に本発明を適用
した場合について説明する。
【０１０１】
　ＮＡＳは、ストレージシステム上のＮＡＳ１４１３のメモリ１４１３にＮＡＳ　ＯＳが
格納されており、ファイルサーバとして機能する。
【０１０２】
　図１４に、本実施形態に係るＮＡＳ１４１３を備えた計算機システム１’のシステム構
成図の一例を示す。図１４に示すように、本実施形態の計算機システム１’は、図１と同
様に、ストレージシステム１４１０と、ホスト計算機１３０と、代替用ホスト計算機１４
０と、管理計算機１５０とで構成される。以下、図１と異なるストレージシステム１４１
０について説明する。
【０１０３】
　ストレージシステム１４１０は、ストレージ装置１４１１と、コントローラ１４１２に
加えて、ＮＡＳ１４１３とを備える。
【０１０４】
　ストレージ装置１４１１は図１のストレージ装置１１１と同様である。
【０１０５】
　コントローラ１４１２は図１のコントローラ１１２と同様である。
【０１０６】
　ＮＡＳ１４１３は、ネットワークを介してホスト計算機１３０と接続されるＩ／Ｆ１４
１４、ＣＰＵ１４１５、メモリ１４１６、及びコントローラ１４１２と接続されるＩ／Ｆ
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１４１７で構成される。メモリ１４１６には、ＮＡＳのためのＯＳ（ＮＡＳＯＳ）１４１
８と、ＮＡＳＯＳのＮＡＳＯＳ静止化プログラム１４１９が格納される。ＮＡＳＯＳ１４
１８は、ホスト計算機１３０に、例えばディスクドライブのように記憶領域を提供するこ
とができる。ＮＡＳＯＳ静止化プログラム１４１９は、第１の実施形態のＯＳ静止化プロ
グラム１３６と同様にＮＡＳＯＳ１４１８の「静止化」を行う。ＮＡＳＯＳ静止化プログ
ラム１４１９は、ＣＰＵ１４１５によって読み出され実行されることによりその機能が実
現される。ＮＡＳ１４１３は、図１４のようにストレージシステム１４１０上にあっても
よいし、他の計算機上にあってもよい。
【０１０７】
　次に、本実施形態において参照される各情報について説明する。本実施形態で用いる各
種情報は、第１実施形態に関する図２から図５までに示した各情報に記録されていた情報
と同様である。但し、本実施例で指すＯＳは、ＮＡＳ１４１３上にあるＮＡＳＯＳ１４１
８のこととし、ＯＳ静止化プログラムはＮＡＳ１４１３上にあるＮＡＳＯＳ静止化プログ
ラム１４２０のこととする。具体的には、バックアップスケジュール情報１５９のＯＳＩ
Ｄ１５９０３と、バックアップカタログ１６０のＯＳＩＤ１６００２と、ＡＰ構成情報１
６１のＯＳＩＤ１６１０３は、ＮＡＳ１４１３上にあるＮＡＳＯＳ１４１８を示す。また
、ＡＰ構成情報１６１のＯＳ静止化プログラム有無１６１０４は、ＮＡＳＯＳ静止化プロ
グラム１４２０の有無を示す。
【０１０８】
　次に、本実施形態に係るバックアップ管理処理について説明する。
【０１０９】
　本実施形態におけるバックアップ管理の処理は、図１４に示す計算機システム１’と、
上述して各情報を用い、第１実施形態と同様の図６の処理で実現可能である。ステップ６
０１からステップ６０７の処理は、本実施形態によるバックアッププログラム１５６によ
って実現される処理である。但し、本実施例では、ステップ６０３では、ストレージシス
テム１４１０のＮＡＳ１４１３上のＯＳ静止化プログラム１４１９による処理を含む。
【０１１０】
　すなわち、第１実施形態に関して図６乃至図８、図１０乃至図１３に示したフローチャ
ート及び画面例は同様のものを用いることができる。
【０１１１】
　但し、第１実施形態ではホスト計算機１３０上にあるＯＳ１３５とＯＳ静止化プログラ
ム１３６に加えて、本実施例ではストレージシステム１４１０のＮＡＳ１４１３上にＮＡ
ＳＯＳ１４１８とＮＡＳＯＳ静止化プログラム１４１９存在する。そこで、バックアップ
処理は図１５に示すように、まずホスト上のＯＳ静止化プログラムを用いてＯＳの静止化
を行い、その後、ＮＡＳ上のＮＡＳＯＳ静止化プログラムを用いてＮＡＳＯＳを静止化す
る。
【０１１２】
　そのため、管理計算機１５０の操作対象の装置は、ホスト計算機１４３０からストレー
ジ装置１４１０へ変更となる。よって、管理計算機１５０上のバックアッププログラム１
５６は、ホスト計算機１４３０上にあるエージェント１４３６からホスト計算機１４３０
と、ＮＡＳ１４１６を含むストレージシステム１４１０の構成情報を取得し、ＡＰ構成情
報を作成する。
【０１１３】
　バックアップ管理処理は、第1の実施形態と同様に、ステップ６０１にて管理計算機１
５０上のバックアッププログラム１５６は、バックアップの条件設定処理を実行する。
【０１１４】
　ステップ６０３にて、ステップ６０１にて設定したバックアップ条件を利用してバック
アップ処理を行う。図１５に、本実施形態におけるバックアップ処理の一例を示す。第一
の実施例との差異を以下に説明する。
【０１１５】
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　ステップ２２０１では、バックアッププログラム１５６は、ＮＡＳＯＳを確認する。
【０１１６】
　ステップ２２０３では、特定されたＮＡＳＯＳに、ＮＡＳＯＳ静止化プログラム１３６
が存在するか否かを確認する。ＮＡＳＯＳ静止化プログラムが存在する場合（ステップ２
２０３がＹＥＳの場合）はステップ２２０５へ進む。ＯＳ静止化プログラムが存在しない
場合（ステップ２２０３がＮＯの場合）は、ステップ９０７へ進む。
【０１１７】
　ステップ２２０５では、ステップ２２０１で特定したＮＡＳＯＳに対してＮＡＳＯＳ静
止化プログラム１３６を使用して静止化を行う。
【０１１８】
　さらに、ステップ２２１７では、ステップ２２０５で静止化されたＮＡＳＯＳの静止化
を解除する。
【０１１９】
　ステップ６０５では、代替用ホスト計算機１４０を利用して、バックアップデータを事
前にリカバリ処理を行う。代替用ホスト計算機１４０は、第１の実施形態と同様にホスト
計算機１４３０上のＡＰ１４３４とＯＳ１４３５と同様のものが搭載されている。そして
、ＡＰのリカバリ可能時刻を確認し、バックアップカタログを修正する。
【０１２０】
　ステップ６０９では、ＡＰのＲＰＯ補正処理を行う場合は、ステップ６０５で確認した
時刻と指定されたＡＰのＲＰＯから次にバックアップを開始する時刻を算出して、バック
アップスケジュールを修正する。
【０１２１】
　ステップ６１１では、リカバリ処理は、ユーザがバックアップカタログからＡＰのリカ
バリ可能時刻を参照し、バックアップデータをリカバリする。　
＜＜第３の実施形態＞＞
　第３の実施形態は、第１の実施形態における計算機システムと比較し、ホスト計算機に
仮想サーバ（ＶＭ）を構築する点が異なる。つまり、第３の実施形態において、仮想サー
バ（ＶＭ）にて実行されるＡＰのバックアップ方法を示す。
【０１２２】
　図１６に、本実施形態における計算機システム１”のシステム構成図の一例を示す。図
１６に示すように、本実施形態の計算機システムは、図１と同様に、ストレージシステム
１１０と、ホスト計算機１５３０と、代替用ホスト計算機１５４５と、管理計算機１５０
で構成されている。以下、図１と異なるホスト計算機１５３０と代替用ホスト計算機１５
４５について説明する。
【０１２３】
　ホスト計算機１５３０は、ＣＰＵ１５３１と、メモリ１５３２と、Ｉ／Ｆ１５３３とで
構成される。
【０１２４】
　ＣＰＵ１５３１は、メモリ１５３２に格納されたプログラムを実行するプロセッサであ
る。
【０１２５】
　メモリ１５３２には、仮想サーバ（ＶＭ）１５３４、仮想サーバ制御プログラム１５３
５と、仮想サーバ静止化プログラム１５３６と、エージェント１５３７が格納される。
【０１２６】
　仮想サーバ制御プログラム１５３５は、ＶＭ１５３４を制御するプログラムである。メ
モリ１５３２上に一つ以上のＶＭ１５３４を動作させることができる。実際には、ＶＭの
イメージを格納したファイルが、ストレージのボリュームに格納される。ＶＭイメージに
は、アプリケーションやＯＳの実行プログラムも格納されている。そして、仮想サーバ制
御プログラム１５３５が該ファイルを読み出し、ＶＭをホスト計算機のメモリ上に構築す
る。
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【０１２７】
　仮想サーバ静止化プログラム１５３６は、ＶＭ１５３４を静止化するプログラムである
。ＶＭをバックアップするときは、バックアップ対象のＶＭを、ＶＭ単位で静止化するこ
とができる。
【０１２８】
　エージェントは、第１実施形態と同様にホスト計算機１５３０とストレージシステム１
１０の情報を取得し、またＡＰの情報も取得し管理計算機１５０に情報を通知する機能を
持つ。
【０１２９】
　ＶＭ１５３４上には、ＡＰ１５３８と、ＯＳ１５３９と、ＯＳ静止化プログラム１５４
０と、ＡＰ回復処理プログラム１５４１と、ＡＰ時刻確認プログラム１５４２とが構築さ
れる。本実施形態のＶＭ１５３４上のＡＰ１５３８とＯＳ１５３９とＯＳ静止化プログラ
ム１５４０は、それぞれ、第１実施形態のＡＰ１３４とＯＳ１３５とＯＳ静止化プログラ
ム１３６とに対応している。ＡＰ回復処理プログラム１５４１とＡＰ時刻確認プログラム
１５４２は、第１の実施形態の代替用ホスト計算機１４０上のＡＰ回復処理プログラム１
４６とＡＰ時刻確認プログラム１４７とに対応している。
【０１３０】
　ＡＰ１５３８は、ホスト計算機１５３０のＶＭ１５３４上で動作し、業務を実行するプ
ログラムである。一つのＶＭ１５３４上にＡＰは一つでもよいし、複数存在してもよい。
ＯＳ１５３９は、ＶＭ１５３４上で動作しＶＭ全体を管理する基本ソフトウェアである。
ＯＳ静止化プログラム１５４０は、ＯＳの整合性を保つために、ＯＳ１５３９を静止化す
るプログラムである。ＡＰ回復処理プログラム１５４１は、ＡＰの回復処理を行うプログ
ラムである。ＡＰ時刻確認プログラム１５４２は、ＡＰの最終更新時刻を確認するプログ
ラムである。
【０１３１】
　代替用ホスト計算機１５４５は、ＣＰＵ１５４６と、メモリ１５４７と、Ｉ／Ｆ１５４
８とで構成されている。
【０１３２】
　ＣＰＵ１５４６は、メモリ１５４７に格納されたプログラムを実行するプロセッサであ
る。
【０１３３】
　メモリ１５４７には、仮想サーバ制御プログラム１５４９が格納される。仮想サーバ制
御プログラム１５４９は、ホスト計算機１５３０上の仮想サーバ制御プログラム１５３５
と同様にＶＭを制御するプログラムであり、一つ以上のＶＭ１５３４を動作させることが
できる。具体的には、仮想サーバ制御プログラム１５４９は、ボリュームに格納されるＶ
Ｍのデータファイルを読み出し、代替用ホスト計算機１５４５のメモリ１５４７上にＶＭ
を構築する。
【０１３４】
　リカバリの際には、ボリュームにコピーされたファイルを同一のホスト計算機または代
替用ホスト計算機の仮想サーバ制御プログラムにより読み出し再現することで、バックア
ップした条件と同じＯＳやＡＰが構築された状態で再開できる。したがって、第１の実施
形態や第２の実施形態のように、代替用ホスト計算機のメモリに仮想サーバ制御プログラ
ムが格納されていればよく、ホスト計算機と同じＯＳやＡＰを格納する必要はない。
【０１３５】
　また、仮想サーバ条件を使用した本実施形態では、代替用ホスト計算機１５４５とホス
ト計算機１５３０は、同一の計算機を使用してもよい。
【０１３６】
　次に、本実施形態において参照される各情報について説明する。
【０１３７】
　図１７に、本実施形態におけるバックアップスケジュール情報１５９の一例を示す。な
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お、図１７に記載のバックアップスケジュール情報１５９のフォーマットは一例であって
、図１７に示したフォーマットに限定されるものではない。図１７は、第１の実施形態の
図２にＶＭＩＤ１５９０５を追加している点で異なる。したがって、スケジュールＩＤ１
５９０１、バックアップ開始時刻１５９０２、ＯＳＩＤ１５９０３、コピーペアＩＤ１５
９０４、ＶＭＩＤ１５９０５にて構成される。ＶＭＩＤ１５９０５には、バックアップ対
象のＶＭを識別する情報（例えば、識別子）が格納される。
【０１３８】
　図１８に、本実施形態におけるバックアップカタログ情報１６０の一例を示す。なお、
図１８に記載のバックアップカタログ情報１６０のフォーマットは一例であって、図１８
に示したフォーマットに限定されるものではない。図１８は、第１の実施形態の図３にＶ
ＭＩＤ１６００７を追加している点で異なる。したがって、バックアップＩＤ１６００１
、ＯＳＩＤ１６００２、ＶＭＩＤ１６００７、バックアップ時刻１６００３、ＡＰＩＤ１
６００４、ＡＰのリカバリ可能時刻１６００５、バックアップデータ格納ボリュームＩＤ
１６００６から構成されている。ここで、バックアップＩＤ１６００１と、ＡＰＩＤ１６
００４と、ＡＰのリカバリ可能時刻１６００５と、バックアップデータ格納ボリュームＩ
Ｄ１６００６は第１の実施形態の図３と同様に取得する。ＶＭＩＤ１６００７は、図１７
のバックアップスケジュール情報１５９のＶＭＩＤ１５９０４から情報を取得する。バッ
クアップ時刻１５９０４は、図１７のバックアップスケジュール情報１５９のバックアッ
プ開始時刻１５９０２から情報を取得する。また、バックアップ時に、ＯＳの静止化のみ
を実行する場合にはＯＳの静止化の時刻とし、ＶＭの静止化のみを実行する場合にはＶＭ
の静止化の時刻とし、ＯＳとＶＭの静止化を実行する場合にはＶＭの静止化の時刻として
もよい。ＯＳとＶＭの静止化を実行する場合には、ＶＭの静止化の時刻をバックアップ時
刻１５９０４としたのは、通常はＯＳの静止化後にＶＭの静止化を実行するためである。
【０１３９】
　図１９（Ａ）（Ｂ）に、本実施形態におけるＡＰ構成情報１６１の一例を示す。図１９
（Ａ）（Ｂ）に記載のＡＰ構成情報１６１のフォーマットは一例であって、図１９（Ａ）
（Ｂ）に示したフォーマットに限定されるものではない。図１９（Ａ）（Ｂ）は、第１の
実施形態の図４にＶＭＩＤ１６１１１とＶＭ静止化プログラム有無１６１１２を追加して
いる点で異なる。したがって、ＡＰＩＤ１６１０１と、ホストＩＤ１６１０２と、ＯＳＩ
Ｄ１６１０３と、ＯＳ静止化プログラム１６１０４と、ＶＭＩＤ１６１１１と、ＶＭ静止
化プログラム有無１６１１２と、ストレージＩＤ１６１０５と、使用ＶＯＬＩＤ１６１０
６と、ＲＰＯ１６１０７と、ＲＰＯ補正有無１６１０８と、リカバリデータ保存有無１６
１０９から構成される。ＶＭＩＤ１６１１１には、バックアップ対象のＶＭを識別する情
報（例えば、識別子）を格納する。ＶＭ静止化プログラム有無１６１１２には、バックア
ップ対象のＶＭを静止化するためのプログラムである仮想サーバ静止化プログラム１５３
６を有するか否かを示す情報を格納する。ＶＭＩＤ１６１１１とＶＭ静止化プログラム有
無１６１１２の情報は、バックアッププログラムが、ホスト計算機上１５３０上のエージ
ェント１５３７より取得し、格納する。
【０１４０】
　ストレージシステム１１０のメモリに格納されるストレージ管理情報１２０は、図５と
同様であり、管理計算機１５０で実行されるバックアッププログラム１５６によって参照
される。
＜バックアップ処理＞
　次に、本実施形態に係るバックアップ処理について説明する。
【０１４１】
　本実施形態におけるバックアップ処理は、図１６に示す計算機システムと、図１７のバ
ックアップスケジュール情報１５９、図１８のバックアップカタログ情報１６０、図１９
のＡＰ構成情報１６１、を用いて、第１の実施形態と同様の図６の処理で実現される。図
６において、ステップ６０１からステップ６０７の処理は、本実施形態によるバックアッ
ププログラム１５６によって実現される処理である。但し、第１実施形態との差異として
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、ステップ６０３では、ホスト計算機１３０上のＯＳ静止化プログラム１５４０と、仮想
サーバ静止化プログラム１５３６による処理を含む。ステップ６０５では、代替用ホスト
計算機１５４１上の仮想サーバプログラム１５４５と、ＡＰ回復処理プログラム１５４６
と、ＡＰ時刻確認プログラム１５４７の処理を含む。
【０１４２】
　図２０に、本実施形態におけるバックアップ条件設定処理の一例を示す。本実施形態に
おいては、バックアップ対象としてＡＰを指定されてもよいし、ＶＭを指定されてもよい
。例えば、ユーザがバックアップ対象としてＡＰを指定した場合には、ＡＰが実行される
ＶＭを検索し、そのＶＭのイメージファイルが格納されるボリュームのバックアップが実
行される。また、ユーザがバックアップ対象としてＶＭを指定した場合には、そのＶＭの
イメージファイルが格納されるボリュームのバックアップが実行される。図２０は、第１
の実施形態の図７と比較してステップ１９０１とステップ１９０２とが異なる。異なるス
テップについて以下に説明する。
【０１４３】
　ステップ１９０１では、バックアッププログラム１５６は、バックアップ条件の設定画
面から、ユーザによって入力されたＡＰＩＤ又はＶＭＩＤ、コピー種別、ＲＰＯなどの情
報を取得する。そして、取得した情報に基づき、ＡＰ構成情報１６１を修正する。
【０１４４】
　ステップ１９０３では、ステップ１９０１にてバックアップ対象としてＡＰが指定され
た場合には、バックアッププログラム１５６が、ＡＰ構成情報１６１を使用して、ステッ
プ１９０３で取得したＡＰＩＤに対応するＡＰＩＤを検索する。そして、ＡＰ構成情報１
６１の使用ＶＯＬＩＤ１６１０６を参照し、検索されたＡＰＩＤが実行されるＶＭのイメ
ージファイルの格納されるボリュームを特定する。また、ステップ１９０１にてバックア
ップ対象としてＶＭが指定された場合には、バックアッププログラム１５６が、ＡＰ構成
情報１６１を使用して、ステップ１９０３で取得したＶＭＩＤに対応するＶＭＩＤを検索
する。そして、ＡＰ構成情報１６１の使用ＶＯＬＩＤ１６１０６を参照し、検索されたＶ
ＭＩＤのＶＭのイメージファイルが格納されるボリュームを特定する。
【０１４５】
　図２１に、本実施形態におけるバックアップ処理の一例を示す。バックアッププログラ
ム１５６は、ステップ６０１で設定した条件と、バックアップスケジュール情報１５９に
基づき、バックアップ処理を行う。各バックアップ処理は、バックアップスケジュール情
報１５９のバックアップ開始時刻１５９０１になると、実行される。但し、オンデマンド
で実行してもよい。第1実施形態と比較すると、バックアップ対象のＡＰが実行されるＶ
Ｍ又はバックアップ対象のＶＭを特定し、ＶＭの静止化処理を実行する点が異なる。異な
るステップについて以下に説明する。
【０１４６】
　ステップ２１０１では、バックアッププログラム１５６が、バックアップ対象のＡＰが
実行されるＶＭまたはバックアップ対象のＶＭを確認する。具体的には、バックアップス
ケジュール情報１６０のＶＭＩＤ１５９０５より静止化するＶＭを特定する。
【０１４７】
　ステップ２１０３では、ステップ２００１で特定したＶＭに対してＶＭ静止化プログラ
ム１３６を使用して静止化を行う。ＶＭ静止化処理を行わないと、ファイルが使用中にな
るため代替用ホスト計算機１５４５で再開できなくなり、リカバリ処理を行うことができ
ない。
【０１４８】
　ステップ２１０５では、ステップ２００３にてＶＭが静止化されているＶＭの静止化を
解除する。
【０１４９】
　図２２に、本実施形態における事前リカバリ処理の一例を示す。第１の実施形態の図１
０と比較すると、ステップ２２０３のみ異なる。異なるステップについて以下に説明する
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。
【０１５０】
　ステップ２２０３では、仮想サーバ制御プログラム１５４９が、副ボリュームに格納さ
れたＶＭのイメージファイルを読み出して、ＶＭを構築（再開）する。ＶＭの場合、バッ
クアップされたＶＭイメージに、ＡＰの処理が記載されているログも格納される。ＡＰの
トランザクション処理が途中の状態でバックアップされた場合でも、ＶＭを再開したとき
に途中の状態からトランザクション処理が再開することがある。この場合、ＡＰはトラン
ザクション処理を完了させ、ＡＰのバックアップ時刻より未来の時刻で整合性がとれた状
態になる。バックアッププログラムは、この時刻をリカバリ可能時刻としてバックアップ
カタログ情報のＡＰのリカバリ可能時刻１６００５を更新してもよい。
【０１５１】
　第３の実施形態では、ＡＰが仮想サーバ上で実行されるホスト計算機を有する計算機シ
ステムにおいて、本発明のバックアップ処理を適用した場合を示した。
＜＜第４の実施形態＞＞
　第４の実施形態は、第３の実施形態と比較すると、ＶＭのファイルレベルのコピー機能
を適用した計算機システム構成を採用している点が異なる。
【０１５２】
　本実施形態の計算機システムは、第３実施形態のシステム構成を示した図１６と同様で
ある。但し、仮想サーバ制御プログラム１５３５は、ホストベースのコピー機能を有する
。
【０１５３】
　本実施形態でのバックアップ構成構築処理に使用される各種情報について、第３実施形
態における図５及び図１７から図１９までの各情報に記録されている情報と異なる部分を
説明する。主な差異部分は、ボリューム指定ではなく、ファイル指定となり、ストレージ
のコピー機能ではなく、ホストベースのコピー機能を用いる点である。
【０１５４】
　具体的には、図５のストレージ管理情報１２０のうちボリューム情報１２０１のボリュ
ームＩＤ１２０１２にファイルＩＤが格納される。また、コピーペア情報１２０２の、正
ＶＯＬＩＤ１２０２３に正ファイルＩＤが格納され、副ＶＯＬＩＤ１２０２５に副ファイ
ルＩＤが格納される。
【０１５５】
　図１８のバックアップカタログ情報１６０のバックアップデータ格納ボリュームＩＤ１
６００７にはバックアップデータ格納ファイルＩＤが格納される。
【０１５６】
　図１９のＡＰ構成情報１６１の使用ＶＯＬＩＤ１６１０８には、使用ファイルＩＤが格
納される。
【０１５７】
　次に、本実施形態に係るバックアップ処理について説明する。本実施形態におけるバッ
クアップ管理の処理は、第３実施形態と同様である。
【０１５８】
　図２３に、本実施形態におけるバックアップ条件設定処理フローの一例を示す。バック
アッププログラム１５６は、ユーザからのバックアップの要求を受けて、バックアップ条
件の設定画面を表示し、処理を開始する。
【０１５９】
　ステップ２００１では、バックアッププログラム１５６は、バックアップ環境の設定画
面から、入力されたＡＰＩＤ、ＲＰＯの情報を取得する。バックアップ先ファイルはユー
ザによって指定されたファイル先でもよいし、自動でバックアップ先を選択しても良い。
取得した情報に基づき、ＡＰ構成テーブル１６１を修正する。
【０１６０】
　バックアップ条件の設定画面の一例である図８との差異について示す。図８のバックア
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ップ対象とするＡＰＩＤを指定する項目８０１と、バックアップポリシーを入力する情報
８０２と、設定ボタン８０８と、バックアップ条件設定を中止するキャンセルボタン８０
９を含んだ構成は同じである。バックアップポリシー情報８０２には、コピー種別８０３
の項目は削除され、ＲＰＯ８０４と、ＲＰＯ補正処理有無８０５と、事前リカバリデータ
保存処理有無８０６の各項目を備えている。ここで、バックアップ先ファイルの項目を追
加しても良い。
【０１６１】
　ステップ２００３では、ＡＰ構成情報１６１を使用して、取得したＡＰＩＤから使用フ
ァイルＩＤ４０５項目を参照し、ＶＭのイメージファイルが格納されるファイルを特定す
る。本実施形態ではホストベースによるコピー機能を使用するため、コピーペア構築は行
わずにバックアップ元とバックアップ先のファイルを指定する。
【０１６２】
　図２４に、本実施形態におけるバックアップ処理の一例をしめす。第３の実施形態の図
１９の処理フローとは、ステップ２３０１のみ異なる。バックアッププログラム１５６が
、図２３のバックアップ条件設定処理フローで作成した条件と、バックアップスケジュー
ル情報１５９を参照し、バックアップ処理を行う。具体的には、バックアップスケジュー
ル情報１５９のバックアップ開始時刻１５９０２に、バックアップ処理が実行される。但
し、オンデマンドで実行してもよい。以下、図２１の処理フローと異なる点について説明
する。
【０１６３】
　ステップ２３０１にて、コピースプリット処理ではなく、管理計算機１５０のバックア
ッププログラム１５６を使用して、指定されたファイルを指定されたバックアップ先に対
してホストベースのデータコピーを実行する。
【０１６４】
　事前リカバリ処理は、第３実施形態と同様である。但し、ステップ１００１では副ボリ
ュームではなく、バックアップ先ファイルとなる。
＜＜第５の実施形態＞＞
　第５の実施形態は、第３実施形態と比較すると、事前リカバリ処理を行う代替用ホスト
計算機１５４５を複数台有する点が異なる。
【０１６５】
　計算機システム構成は図１６と同様であるが、代替用ホスト計算機が複数台ある点でこ
となる。この場合、事前リカバリ処理を実行できる代替用ホスト計算機が複数存在するた
め、利用可能な代替用ホスト計算機を管理する。
【０１６６】
　本実施形態で使用される各種情報は、図１７、図１８、図１９と同様である。本実施形
態では、さらに、管理計算機１５０のメモリ１５２に、代替用ホスト計算機情報が格納さ
れる。
【０１６７】
　図２５に、本実施形態の代替用ホスト計算機情報２３００の一例を示す。代替用ホスト
計算機情報２３００は、ホストＩＤ２３０１と、ＶＭ有無２３０２と、使用状況２３０３
が格納される。ホストＩＤ２３０１には、代替用ホスト計算機を識別する情報が格納され
る。ＶＭ有無２３０２には、代替用ホスト計算機が仮想サーバ制御プログラムを有してい
るか否かを示す情報が格納される。使用状況２３０３には、代替用ホスト計算機が事前リ
カバリ処理のために使用されているか否かの情報が格納される。
【０１６８】
　以下、事前リカバリ処理において、第３の実施形態と異なる点を説明する。
【０１６９】
　図２２に示す、事前リカバリ処理のフローのうち、ステップ１００１が異なる。
【０１７０】
　ステップ１００１では、代替用ホスト計算機情報２３００を参照し、ＶＭ有無２３０２
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０３が「空き」である情報が格納されている代替用ホスト計算機を検索する。そして、検
索された代替用ホスト計算機に副ボリュームをマウントする。
【０１７１】
　このように、代替用ホスト計算機を複数台有し、その使用状況を管理することにより、
複数代の代替用ホスト計算機に対して事前リカバリ処理の割り当て、負荷を平準化するこ
とが可能となる。
【符号の説明】
【０１７２】
１、１’、１”　計算機システム　
１１０、１２５　ストレージシステム
１１１　ストレージ装置
１１２　コントローラ
１１３　ボリューム
１１４　ディスク
１１５　Ｉ／Ｆ
１１６　ＣＰＵ
１１７　メモリ
１１８　ストレージＩ／Ｆ
１１９　ストレージマイクロプログラム
１２０　ストレージ管理情報
１３０　ホスト計算機
１３１　ＣＰＵ
１３２　メモリ
１３３　Ｉ／Ｆ
１３４・１４４　ＡＰ
１３５・１４５　ＯＳ
１３６　ＯＳ静止化プログラム
１３７　エージェント
１４０　代替用ホスト計算機
１４１　ＣＰＵ
１４２　メモリ
１４３　Ｉ／Ｆ
１４６　ＡＰ回復処理プログラム
１４７　ＡＰ時刻確認プログラム
１５０　管理計算機
１５１　ＣＰＵ
１５２　メモリ
１５３　入力装置
１５４　表示装置
１５５　Ｉ／Ｆ
１５６　バックアッププログラム
１５７　リカバリプログラム
１５８　ＲＰＯ補正プログラム
１５９　バックアップスケジュール情報
１６０　バックアップカタログ情報
１６１　ＡＰ構成情報
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